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1．問題の所在

　金融ビッグ・バン以前、すなわち、金融の自由

化以前における邦銀業界や邦銀経営の特色とし

て、（1）他行への差別化や競争力の獲得を重視しな

い横並び経営、②短期的なローテーションを中心

にした画一的人事、（3）リスク把握能力のない人材

の登用などが影響した脆弱なリスク管理体制、（4）

銀行業界・金融業界内に限定された競争、の4つ

を挙げることができる。それらの諸特色は長期に

わたり同業界・同経営に浸透してきたものであ

り、現在でも尚、支配的となっている。しかし同

業界では、各種規制の撤廃・緩和などを受け「金

融環境」が大きく変化し、異業種や他業態からの

参入に伴う大競争化や各種技術（IT：Information

Technology，　Fr：Financial　Technology）の進展、さ

らには顧客ニーズ・ビヘイビアの多様化などによ

り「経営環境」も同時に大きく変化しており、そ

れらを熟慮すれば、上述の4つは多くの問題や課

題を抱えていることも事実である。かくして、こ

れまで同業界や同経営において基底とされてきた

ものは、各種環境が大きく変化している現状にお

いては相応しいものではなく、変革・革新・転換

が余儀なくされる部分も多いため、それらの実態

や問題点などを解明していくと同時に、それらの

今後の方向性に関しても明らかにしていくことが

不可欠となる。

　以上を受け、本稿では、金融ビッグ・バン以前

から続く銀行経営の諸側面（体制・制度）につい

て考察すると共に、現段階においてそれらは必ず

しも合理的ではないことを明らかにする。また、

諸環境の更なる変化などを想定しながら、今後の

邦銀における戦略や管理について体系的に考察

し、それらの革新方向性について提示することを

試みる。紙幅の制約もあり、本稿では上記の（1）と

’②について取り扱い、（3）と（4）に関わる問題やその

革新方向性については次稿の考察課題とする。具

体的な考察概要に関しては以下の通りである。（1）

に関しては、横並び経営に影響を与えた監督官庁

従属型経営について窺い、それに基づいた脆弱な

リーダーシップ体制について概観する。また、横

並び経営からの脱却を目指し、新たな経営の視点

を提示する。次に（2）に関しては、護送船団行政下

における邦銀人事管理の特徴について明らかに

し、それらの問題点と克服諸点を示す。また、金

融持株会社という新たな組織形態の導入により経

営統合の動きが見られるが、そのような専門・特

化する組織下での人材の専門化とその課題につい

て考察することにする。
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2．横並び経営・事業から各行独自の経営

　・事業の実践へ

　2．1金融ビッグ・バン以前の邦銀経営におけ

　　る特色　　監督官庁従属型経営・横並び経

　　営の浸透

　戦後から続いてきた金利規制1）、業務分野規

制2）、内外市場分断規制3）などの規制的金融体制の

下では、邦銀経営は横並びないしは画一的であ

り、経営自由度は極めて低いものであった。した

がって、銀行間の競争は制限され、新商品・サー

ビス開発競争や価格競争という経営上重要な戦略

的分野が規制されてきたのである。すなわち、銀

行の取扱商品やその提供時間はどの銀行でも同一

であり4）、また、提供価格（金利）に関しても同

一水準に規制されていたために、経営面での自由

裁量が少なく、経営上の差異は殆ど見られなかっ

た5）。かくして、経営独自性や他行との経営上の

違いなどはそれほど意識されない状況にあったと

言うことができる。

　他行との違いを考えるというよりは寧ろ、他行

との計数比較で自行の相対的な位置を確認し、そ

れにより行動を図るか否かの意思決定を行うと

いった横並びの形態が暗黙の了解とされ、認めら

れる範囲は全て実施するといった「許認可」、他

行間の関係式で自らのポジションを決定すると

いった「計数交換」、内部の相互競争で目標値を

適宜決定するといった「計数目標」が邦銀各行に

おける経営上の基底となっていた。

　このような状況にあった邦銀において、必ずし

も同経営における横並び経営を正当化することな

く、これまでの邦銀各行においても個性的な経営

が実施されてきたとする（必ずしも経営は横並び

ではないとする）見解もある。久原（2000）は、

Miles＝Snowモデルを用いて邦銀の類型化を試

み、住友銀行を「経営者が環境の変貌を早く理解

し、新しい組織やプロセスを実行するようなケー

スで、競合者の追随を許さず栄誉の殿堂入りを目

指す企業」6）と特徴付け、その意味で同行はPros－

pectors（探求者）の性格を持つとしている。ま

た、同様に、大和銀行を「日本的経営の特質（特

有問題7））が全て悪い面に出た。」「家族的な経営

は、リスク管理の甘さ、従業員への過度の信頼、

性善説に基づく管理といった面で問題の発見を遅

らせ、取り返しのつかない事態を招いた。」8｝「大

和銀行は、歴史的に独自の道を歩み続けてきた銀

行である。大きな問題に直面するたびに、その

『自主独往』の企業文化が、大和銀行の再生を助

けてきた。」9）と特徴付け、その意味で同行はAna－

lyzers（分析者）の性格を持つとしている。つま

り、彼はMiles＝Snowモデルに依拠しつつ、「邦

銀経営は、横並び経営といわれながらも、幾つか

の主要邦銀については明確な個性を発見でき、上

記の類型化が可能である。既に述べたように、

Prospectorsには住友銀行があてはまる。戦略・組

織・プロセスの一貫性を持ち、環境変化に常に素

早く適応している。今後は、国際的にも競争市場

の中で生き残る銀行であると思われる。Defend－

ers（防御者）に近いものには、かつての東京銀

行があった。外為市場で独占的な地位を保ってき

たが、我が国企業の国際化と共に他の都市銀行に

市場を奪われ、三菱銀行と合併した。三菱銀行

は、AnalyzersとDefendersの混合型であった。」1°）

と分析している。また、大和銀行の国際部門や北

海道拓殖銀行は、Reactors（追随者）でしかな

く、撤退や破綻を余儀なくされ、日本興業銀行や

日本長期信用銀行は、ProspectorsとReactorsの両

者の性格を併せ持つが、保護環境が消えると同時

に追随者としての弱みが表面化した（業態の垣根

が取れ業務が都銀と大差がなくなった）としてい

る。

　しかし、久原が示すこれらの銀行毎の個性なら

びに特徴も、規制環境下で業態別に区分され、金

利設定が制限され、さらには内外の市場が分断さ

れていた状況のもとでのものであり、また、当該

銀行を主導した首脳者に関連した特色ll｝から導き

出されたものであるため、真の意味での各行比較

とは言うことはできないであろう。つまり、各行

の性格の差異分析に基づいてこれらの類型化がで

きたとしても、必ずしもそれが邦銀経営における

横並び経営の否定とはならず、あくまでもそれら

は規制環境下における経営・事業・取組みの違い

であり、横並びを超えた個性的かつ独自的な経営

が各行において実践されてきたとは言い難いもの

であるということを注視せねばならない。

　したがって、このような類型化・区分を試みる
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のであれば、金融ビッグ・バン後においての、業

界の垣根の撤廃による事業・商品の拡充・集申

や、合併・統合などの金融組織再編への取組み、

さらには経営戦略の再設計などへの取組み等に対

しての、各行の経営・組織的な対応や動向を観察

し、それらを分析することではじめて、Miles＝

Snowが提示するような、①Prospectors（常に、

新しい商品や市場機会を求める者）、②Defenders

（安定して予測可能な市場で規模の利益を追求す

る者）、③Analyzers（後から慎重に市場に入り技

術や能力をベースにそこに応用商品やサービスを

加える者）、④Reactors（首尾一貫した方向やスタ

イルを持たない者）といった4つの類型化が可能

となるのであり、また、各行の経営実践・遂行に

おける独自性・個性や他行との差異というものを

明確に見出すことができるのである、と筆者は考

える。

　2．2横並び経営に影響を与えた邦銀における

　　脆弱なリーダーシップ

　これまで邦銀経営において横並び経営が浸透し

てきた理由を考えると、上述した諸規制以外に

は、銀行の経営トップ、すなわち、銀行経営者の

存在やそのリーダーシップが影響したものである

と筆者は考える。わが国では、急激な環境変化の

中にあっても、銀行行員として要求される人材

は、監督当局の要請に柔軟に対応できるような捌

きの良さを身に付けた（監督官庁や業界・業態団

体からの指令を正確かつ効率的に処理する、決め

られた範囲を決められた方式で間違いなく遂行す

る）ゼネラリストであり、その中から経営トップ

が選ばれるのが通例であった。そのことからも経

営者になること自体が従業員時代における業績の

結果として獲得したポストであるという意義付け

が大きく、経営者としての資質があるかというこ

とは二の次であった。したがって、自由化に対す

る自主的な経営対応が遅れ、最新の情報・金融諸

技術やリスク管理への組織的対応を妨げる状況を

つくってしまった。

　これに対して米国の銀行経営者を見ると、戦略

と組織の転換が行われた時期には強力なリーダー

シップが存在している。例えば、シティコープ

（Citicorp）においては、「ムーア」（George　Moore：

積極的に海外や新分野へ展開）、「リストン」

（Walter　Wriston：資産の大幅拡大に貢献し金融

サービス・コングロマリット化を実現）、「リー

ド」（John　Reed：企業金融中心から消費者銀行業

務中心への変換とそれの収益業務への転換を図

る）といったその時々の環境に適応したリーダー

が存在し、長期にわたり指導力を発揮してい

る12）。特に、1984年に会長兼CEOに就任した

リードは、翌85年に“1”戦略を策定し、システ

ムと個人銀行部門を結び付けながら様々な革新を

．進めていき、従業員に対して多大な影響力を行使

した（図表1）。

図表1

組織の分類
（独立組織）

「

シティコープにおける“1”戦略

　　　　　米国と世界40ヶ国で消費者向IndiVidual
　　　　　けの貸出、預金、カード等の
　Bank
　　　　　サービスを担当

Institutional

　Bank

lnvestment

　Bank

法人、政府機関、金融機関の

取引担当

証券業務、為替、金利・通貨

スワップ、M＆Aアドバイス

各々の組織で

Information
－一一一一一一一一 ｹレこの2つの戦略分野に注力
Insurance

　　　出所：久原（1997）より図式化

　また、J．P．モルガン（J．P．　Morgan）において

は、「プレストン」（Lewis　Preston：商業銀行から

投資銀行化を実現）、「ウェザーストーン」（Den－

nis　Weatherstone：90年代の新金融商品、スワッ

プ、証券化の新しい時代の動きに対応）、「ウィー

ナー」（Dougrus　Weener：顧客リレーションの強

化を目指し地域本部と商品部門とのマトリックス

組織がうまく協調できるような様々な工夫を実

施）などが明確なビジョンを持ち、他行に対する

競争優位の確立や競争力の獲得に貢献してい
る13）。

　このように先を見通すことができる強力なリー

ダーが、長期にわたり企業を支配し、環境の変化

に対応・適応するために先手を打ったり（環境に

合わなくなった企業文化を変革するなど）、他行

に対する競争優位を実現するために様々な取組み

を実施している。
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　また、米銀の経営者の企業内におけるパワーは

大変大きなものであり、そのパワーの源泉となっ

ているのは、熟練した専門経営者とそれらの能力

である。特に、経営者の育ってきた部門の収益力

が高いことがパワーの源泉となっている面も大き

い。例えば1980年代における主要銀行（銀行持株

会社）のCEOを見てみると、シティコープ（Citicorp）

の「リード」（John　Reed）は、小売銀行部門のエ

レクトリック・バンキングの専門管理者、J．P．

モルガン（J．P．　Morgan）の「ウェザーストーン」

　（Dennis　Weatherstone）は、ロンドン支店叩き上

げの為替部門専門管理者、バンカーズ・トラスト

　（Bakers　Trust）の「サンフォード」（Charles　San－

ford）は、債券トレーディング部門の専門管理者

を長く勤めた人物であった。このように、米銀の

CEOは、一般に銀行内の特定部門の専門管理者

から昇進して銀行全体のトップとなり、長期的に

指導力を発揮し当該企業に対して多大な貢献を果

たしている。専門管理者は、計数に基づき合理的

な管理を行い、それらが評価されトップとなった

のが専門経営者と呼ばれている。その専門経営者

は、株主の委託を受け、計数に基づき戦略的な意

思決定を行い、一般に行内において強いリーダー

シップを持つことになる。国際競争力を保つ上で

最も重要なリーダーシップを持つ経営者の養成14）

や、情報・金融技術の専門家の養成、さらには経

営組織の対応などが、そこでは成されてきたので

ある。

　戦後の邦銀においては、護送船団行政（convoy

approach）の影響を受け、米銀のような専門経営

者は存在しえなかった。これまでわが国において

も、何人かの個性的な銀行経営者が出たとされ、

例えば、第一銀行の井上薫、三菱銀行の宇佐美

淘、三井銀行の小山五郎、富士銀行の松沢卓二、

三和銀行の渡辺忠雄、日本興業銀行の中山素平、

住友銀行の磯田一郎、大和銀行の寺尾威夫がそれ

らであるが、彼等は米国にいわれる専門経営者で

はなく、また、内部での経営・組織革新を実践し

た人物といっても分権型の事業部制組織を導入し

た’5）住友銀行の磯田一郎’6）以外は見当たらないの

が実態である。つまり、それらの経営者により、

大きく変化する環境に対し長期的視野に立ち布石

されることは少なく、また同時に、他行に対する

競争優位の確立や競争力の獲得を意識した経営が

実践されたりすることは、非常に稀であった。

　したがって、護送船団行政のもとでのわが国銀

行における企業文化は、変革が必要とされていた

にも拘らず、仲間意識が強く、保守的でかつ変革

を求めない文化が浸透しており、また、経営者も

経営革新や強力なリーダーシップが必要とされて

いたにも拘らず、経営者が従うものは株主ではな

く行政の方向付けであり、さらには、経営におい

て意識・配慮するものは競合他社や顧客ではなく

監督官庁自体であった。かくして、求められる経

営者像は、監督官庁・行政への適切な対応ができ

ることがその第一条件となっており17）、必然的に

他行との差別化や顧客主導を意識した経営・事業

展開は成されることがなかったのである。

　2．3横並び経営からの脱却と各行独自ならび

　　に利害関係者重視の経営へ

　金融の自由化の進展に伴い規制的金融体制が崩

壊し、競争的金融体制が定着することにより、こ

れまでの横並び経営は大きく転換することにな

る。それは、銀行が業務面、金利面で規制から開

放され、他産業なみに自由に業務活動を行えるよ

うになったからであり、邦銀各行は、規制的金融

体制の下で不可能であった業務活動を行えるよう

になり、経営面での自由裁量の範囲は広がること

となった。

　より具体的には、金融自由化により、銀行は自

らの判断で新しい業務分野へ進出することも可能

となり、また、情報・金融諸技術の進展を背景

に、新商品・サービスを開発したり、デリバリー

・チャネルを強化・展開したりして、多様化・複

雑化する顧客ニーズ・ビヘイビアに対応できるよ

うになっている。そして、伝統的な業務において

も、有利な金利や手数料を設定し、その差別化要

因を自らの強みないしは武器として確立すること

によって経営の独自性を追求していくことが可能

になっている。すなわち、各種規制により保護さ

れてきた状況が終焉することにより、邦銀各行

は、経営トップによる強力なリーダーシップをも

とにして自己責任により独自の経営・事業を遂行

・展開し、競合他行に対する競争優位を獲得して

いくことが最大の鍵となるのである。
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　したがって、各種規制が崩壊し、大競争時代に

突入した際には、外部環境において主要となる競

合他社がいかなる動きをしているかを分析し、そ

れらに対して機先を制したり、持続的な競争優i位

を発揮していくかといった戦略の競争適合につい

て考えていくことが必要となるのである。また、

その「外部環境」に関係することであるが、従来

の邦銀においては「債権者および債務者」を銀行

組織の外部環境の1つとして組織外の存在として

位置付け、処理するという状況にあった。しか

し、組織を維持・成長・発展させていくために

は、資金の最大の拠出者・利用者である債権者お

よび債務者を当該組織の主要な構成要素として、

また主要な利害関係者として認識し、位置づけて

いかねばならないであろう。

　吉川（1998）18）は、銀行がゴーイング・コン

サーンとして運営されていく前提には、銀行の役

職員のみならず、株主や預金者・融資先も銀行の

内部組織を構成する主要な一員であり、これら構

成員が銀行組織に対して発揮する貢献度と彼等が

銀行から受け取る有形・無形の利益がうまくバラ

ンスしていることが必要となることを指摘する。

　組織の均衡、すなわち組織構成員一人一人の

「貢献」と「利益（リターン）」の均衡が一部で

も崩れた場合（「個人の組織から受ける利益」＜

「個人の組織への貢献度」の状態になること）に

は、組織から組織構成員が脱出し組織の崩壊が発

生することになる。したがって、邦銀組織におい

ては、それぞれの利害関係をうまく均衡させ、特

に最大の資金の拠出者であったもののこれまで軽

視される状況にあった顧客（特に預金者’9））の組

織構成要素としての位置付けを高め、それらの貢

献と利益の均衡を保持することが、これからの銀

行の経営存続において肝要となることを認識する

必要がある。

　金融ビッグ・バン以降の市場経済への全面移行

には、銀行経営の本質的変革が必要となるが、銀

行は製造業などと比べると自己資本部分の比率が

預金額に比べると極めて小さいという状況にあ

る。つまり、運用資金の大半は預金者から収集さ

れ、融資先に貸し付けられていくということを考

慮すれば、先述のごとく更にそれら顧客のニーズ

探求を志向した経営を実践していくことが求めら

れるのである。また、これまで邦銀においては、

株主については金融機関同士の持ち合いや大口取

引先の持ち合いが多く、無難に株主総会を乗り切

ること以外にそれらを念頭においた行動はあまり

見られず、先述してきたように監督官庁が重要な

利害関係者として君臨していたのである。銀行と

いえども株式会社であり、その所有者が株主であ

る以上、一般企業と同様、株主主体・中心の

stock　holder　capitalism論2°）に立って銀行経営を考

えていくべきだとする議論も根強く21）、米国型の

コーポレート・ガバナンス・システム（米国型の

株主中心のガバナンスの確立、取締役会の改革、

プロフェッショナル経営者の登用、を改革の方向

とし、取締役会メンバーの過半を社外取締役とす

る22））の導入を求める声も大きい。しかし、株主

のみが優先的に配慮されるべきではなく、それも

一つの主要な利害関係者であるとして認識してい

くことが最も妥当であろう。

　さらに、邦銀の従業員に関しては、「従業員に

おける独創性」や「従業員の経営者へ対する異論

の提唱」などはこれまで決して評価されない状況

にあったが、そのような風潮を変革しつつ、それ

らを歓迎・奨励し、複雑化・多様化する事業環境

に対応していくために求められる人材の能力・資

質を解明し、それらを開発していくことが必要と

なるであろう。また同時に、従業員・経営者間の

コミュニケーションの充実化により、今後の経営

・事業展開上において予想される各種リスクへの

対応（例えば、①経営者が提示する取組みに関す

る事前の意思疎通により、想定されるリスクの検

討とリスクの削減策を検討する、②経営者が正し

くない問題を提示した際に、それらに関する事前

の話合いによりその是非を判断する、等）を図っ

ていくことが不可欠となるため、その観点からも

従業員を主要な利害関係者として位置づけていく

べきであろう。

　つまり、これまで示してきたように、金融ビッ

グ・バン以降の銀行経営のあり方としては、預金

者および融資先といった「顧客」、「株主」、「従業

員」などを主要な利害関係者として位置づけるべ

きであり、それら利害関係者の同時相即的な価値

創造を志向したstake　holder　capitalism論99）に立脚

して経営・事業を展開していくべきであると考え

一23一



158 長野大学紀要　第26巻第2号　2004

る。そのためにも銀行経営者は前提として、主要

利害関係者のなかでこれまで軽視されてきた株主

ならびに顧客に対しても、必要な銀行経営の実情

を可能な限り開示し、当該銀行の経営行動を説明

していくと共に、主要利害者を中核に据えた経営

への転換を果たしていくことが肝要となる。そし

て、銀行を構成する利害関係者め意思・欲求が経

営に十分に反映され、その成果が透明性をもって

主要利害関係者に伝達されるような仕組みを構築

していくことが最大の鍵となるであろう。

3．画一的人事から経営・組織・事業戦略

対応の専門的人事へ

　3．1護送船団行政下における邦銀人事・人材

　　の特徴

　これまでの邦銀の雇用慣行は、終身雇用を前提

とし、2～3年毎の部門間のローテーションに基

づくゼネラリストの養成を基本としたものであ

る24）。同質的な従業員同士を長期にわたり競わせ

ることによって、その能力を最大限に引き出し、

また、企業内の意思疎通コストを引き下げ、様々

な情報を共有させるという面で一応の成果を上げ

てきたと言うことができるee）。

　邦銀では、その担当職務別に協働システムが形

成され、そこに人が割り振られているが、護送船

団方式による銀行経営の下では、従業員の「独創

性」は寧ろ悪であり、従業員は決められた範囲を

決められた方式で間違いなく遂行していくことが

有能な行員であると評価されることが多かった。

それは同業界が同一歩調で横並びに進むことが銀

行行政において必要であったからであり、他行と

の競争は預金量の獲得と貸出先の確保などの量的

側面に重点がおかれ、それが利益増加に繋がる仕

組みとなっていたためであるas）。すなわち、護送

船団方式の銀行経営体制下では従業員の独創性や

個性は二の次であり、監督官庁や業界・業態団体

からの指令を正確かつ効率的に処理する能力が非

常に重要視され、昇進・昇給の基準とされていた

のである。

　しかし、ビッグ・バン以降の邦銀各行において

は、問題自体を自らの責任で提示していく（経営

者の提示する誤った問題を従業員が正確に解いて

も正しい結論は得られないためm））と共に、顧客

情報の効果的に加工・分析した上で、新事業・商

品・サービスの開発・展開やそれらを提供するデ

リバリー・チャネルの強化・展開を図り、他行に

対する競争優位を発揮することが求められてい

る。すなわち、それらの要請に対応すべく、従来

のような量重視の経営や、単なる効率性・正確性

のみを基底とした人材開発・育成体制から、個人

の独創性や個性を重視した質重視の経営や、経営

・事業遂行上求められる能力獲得のための能力開

発体制などを伴った人事管理体制へと変革してい

くことが必要となるであろう。

　それらに具体的に対応していくために銀行人事

部はこれまでより更に重要な役割を担い、様々な

ことを配慮していかねばならないであろう。同部

門は、銀行業の最大の資源である人材の配分・評

価機能を持つことにより、銀行内で大きなパワー

を持ち続けてきた。銀行の収益源である営業現場

を支配する各部門でさえ、その最重要資源である

人材を人事部に依存することで、人事部のパワー

に従属していたのである。このようなパワー自体

に手を付けることなく、事業部制の採用as）による

人事面の中途半端な分権化を行ったことは、邦銀

がそれまで持っていた効率性の環境を損なう方向

に作用した。事業部側の権力が増大するにした

がって、組織上は集権的機能を残した人事管理に

ついても、本社側の力が揺らぎはじめ、やがて、

優秀な人材を事業部が放さなくなり、定期的な

ローテーションの実行が妨げられるようになっ
た29）。

　これまでの銀行業務の内容には同質的な性格の

ものが多く、また、同質的な人材養成が図られて

きた。そのような中で人事政策の分権化には大き

な無理があったと言わざるを得ない。しかし、銀

行にとり最先端な知識や専門能力を要求される分

野が日々増加していることを鑑みれば、人事上の

分権化の要請はさらに高まっており、それらを更

に熟慮した対応が人事部門において求められるの

である。

　上述してきたように、従来の邦銀における人事

戦略や人事制度において基底となっていたのは経

営・組織・事業戦略ではなく、国家政策にあった

と言うことができる3°）。その主要な特徴は、①終

身雇用・年功賃金、②ゼネラリスト人事、③高給
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与体制、の3つである。①については、平等主義

（人によって格差をつけない）の思想が邦銀の人

事制度に浸透していたが、これは逆に能力のある

人材にとっては大変不平等なものとなっており、

それらの能力のある人材にとって納得性の高い制

度（能力・成果を基礎にした制度）を確立してい

くことが求められるであろう。また、②に関して

は、邦銀の営業店は、個人から資金を調達し事業

法人に融資するという資金供給者として経済シス

テム全体に不可欠な機能であり、独自の戦略を採

る自由裁量権は供与されてはおらず、邦銀の人材

開発にとっては、突出した専門人材を育てること

ではなく、間接金融システムを安定的・効率的に

運営できる人材育成に重点が置かれてきた。ま

た、組織にも変革志向は根付かず、安定運営に適

合した保守的文化が創造されることになった。今

後の更なる金融・経営環境の変化を想定し、それ

らに適応すべく事業戦略（商品・サービス、チャ

ネルの多様化）や組織形態の変革が求められる邦

銀においては、専門的人材が育ちやすい人事体制

・制度を確立（既存の職能資格制度を改変し新た

な能力評価制度を確立）していくことが不可分と

なるであろう。さらに、③については、邦銀にお

ける高給与水準は、邦銀の収益性の高さではな

く、人材の基礎能力の高さに起因していたからで

ある。このような人材をこれまで長期にわたり確

保してきたのは、邦銀各行において人材を惹きつ

けるような優れた経営力や魅力的な風土が存在し

たからではなく、銀行が国家的経済システムの中

で重要な位置付けにあったからであると言うこと

ができる。経済・社会・産業における銀行の重要

性・有用性は、今後もなお衰退しないものと筆者

は解釈するが、これまでのような役割（間接金融

におけるポンプ役）31）のみに徹していくことは不

十分であり、それらの役割や目的を拡充していく

と共に、これまでの給与水準を維持していくので

あれば、更に業務・職務水準を引き上げていくこ

とも求められる。つまり、これまでと同様のこと

をするのであれば、現状に見られる人材・報酬は

過剰であり、それらの理由からも邦銀において

は、当然にして社会・経済・産業に対する役割の

拡充・転換を視野に入れながら総合的・統合的な

革新が必要となるであろう。

　3．2　従来の邦銀における経営トップ要件の不

　　明確性と今後の邦銀経営トップ像

　前項では、これまでの人事・人材の特質と問題

点について示してきたが、邦銀における経営トッ

プに関しても多くの問題を抱えている。計数管理

に優れた合理的な専門経営者がトップに選ばれる

米銀に対して、邦銀のトップは、信頼に基づく共

同体（部門間の円滑なコミュニケーションの重視

体制や、先輩・同僚・後輩との気のおけない関係

を基礎にした管理体制といった相手に対する仲間

としての信頼体制）の中で、多くの仲間から最も

尊敬されるような人物が選出されていた。かくし

て、共同体での信頼は、業績や管理能力よりは、

多くの構成員からの人物面の評判により決定され

てきたのである。その様なこともあり、米銀の場

合と比較すると、邦銀トップは一般に、それに相

応しい専門経営者としてのリーダーシップや経営

能力を持ち合わせていないケースが多く、自分の

仲間・味方となるような人材だけを役員に引上

げ、トップの独断を許容するような組織風土が浸

透していた。以上のことからもバブル期の邦銀経

営陣が、業績必達だけを目標とし、リスクを省み

ず、またトップに忠実な役員で占められていたsa）

と言われるのは必然的なことであろう。

　金融ビッグ・バン以降、このような状況を打開

するためにも邦銀は、経営トップ（リーダー）と

して米銀に見られる計数管理に優れた合理性を保

持する人材を創造していくのは勿論のこと、銀行

という企業の果たすべき役割を十分理解している

か否か33）、外部環境に対する的確な判断能力や実

行力があるか否か、内部行員（従業員）を強力に

引っ張るだけの力量があるか否か、幅広い見識が

あるか否か、などの基準を明確に据え、求められ

る能力・資質・スキル等を明らかにしていくこと

が不可欠となるのであるen）。その具体的な基準・

項目としては、（1）リード面（率先する力、組織に

おける影響力、ステークホルダーに対する感度、

対人理解力、コミュニケーション能力35り、（2）管

理面（チームワークを育む能力、人材育成力な

ど）、（3）思考力面（戦略指向、コンセプト思考

力、分析力など）、（4）集中面（成果重視、使命達

成力、効率性重視）、（5）自己管理面（柔軟性があ
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る、信念がある、実直であるなど）が挙げられる

であろう。

　また、経営トップ自身は、新たなリーダー要件

を組織内に浸透させ、リーダー（経営トップ）像

が変わったことを全行員に理解・認識させなけれ

ばならない。さらに、能力・知識・技術などの要

件を備えた人材を確実に抜擢・登用することで、

今後のリーダーのイメージを明確に示すことが肝

要となると考える。

　そして、トップを牽制するコーポレート・ガバ

ナンスの問題については、米国では、強力なリー

ダーシップを持つ経営者が、更に強力な株主に

よって監視されている。したがって、業績の悪化

やリスクの増加は、すぐに経営者の進退に繋がる

ことになる36）。それらの経営者による短期的志向

に関して批判はあるものの、少なくとも1980年代

の米銀（特に、CiticorpやBank　One）のリストラ

を見れば、そういった状況は見受けられず、明確

な長期的経営視点を持っている。米国における株

主によるガバナンス面では、特に近年、銀行に対

して投資家としての年金基金の発言力は逐次的に

増加している。このような株主の立場に立って経

営者を管理するのが外部取締役を中心とする取締

役会であることは明らかなことである3’）。これに

対して日本では、銀行に対する株主の発言力は殆

どなく、大手銀行の大株主の構成は、金融機関同

士の持ち合い構造が強い。つまり、株主のガバナ

ンスにおける力が非常に弱いという問題を抱えて

いることになる鋤。これらの状況を克服するため

には、①株式の持ち合い（特に、融資先との持ち

合い）を更に低減すること、②各行共通の固定事

項だけでなく各行独自の経営実態情報の開示を徹

底して行う、③株主との積極的な意見交換会を開

くこと、等が不可欠となるであろう。また現在、

邦銀各行では、コーポレート・ガバナンスの改革

と称し、役員数を削減し数名の行外取締役を招聴

することを推進しているが、これらの内部昇進者

の大半は頭取等が選出した人材であり、取締役会

の制度変更自体が改革として成果を得ることは考

えにくい。これらの状況を克服し、銀行に対する

ガバナンスを有効的に実施するためには、市場の

圧力と規制当局の馴れ合いを排した監視や監督に

よる緊張関係を確立することが不可欠となり、そ

れにより銀行経営者の自己利益追求的な行動を抑

制することができるであろう。このような観点か

ら見れば、経営内容の開示を進め、経営に失敗し

た銀行については、銀行に対する保護政策を排す

ることが経営者における経営行動の質の向上に大

きく寄与するものである、と筆者は解釈する。

　3．3組織形態としての金融持株会社の導入と

　　　それに伴う専門的組織・人事

　1999年以降、大手邦銀においては、リテール業

務、ホールセール業務、投資銀行業務、証券業

務、信託業務、国際業務といったように全ての業

務に取り組むといった今後の方向性を明らかに

し、続々と金融持株会社による組織統合や合併の

計画・意思が発表・表明されている。また同時

に、各グループは、「規模の経済性」（㏄onomies　of

scale）39）、「範囲の経済性」（economies　of　scope）4°）

などの効率化実現のために、組織分社化の予定や

今後の傾注・注力項目などを明らかにしている。

しかしながら、それらに関わる各グループの動向

や具体的な取組みを見る限りにおいては、「防衛

的理由による統合」、「後追い的な統合」、「横並び

的性格（統合に乗り遅れない）が強い統合」、「ビ

ジョン・戦略なき統合」といった性格が強く、こ

れらの状況からも様々な効率化が実現されたり、

企業文化の一体化などが図られることは極めて難

しいであろう。かくして、それらの目的達成のた

めには、単に組織形態を変化させれば良いのでは

なく、事業諸戦略面や人事・人材戦略面などにお

ける多くの変革・革新を相即的に図っていくこと

が必要となっているのである41）。

　1998年に金融持株会社制度が初めて導入された

が、日本で最初に金融持株会社のもとに経営統合

を表明したのは、第一勧業銀行、富士銀行、日本

興業銀行の3行である。それらは、「みずほフィ

ナンシャル・グループ」として2000年9月に共同

持株会社を設立し、2002年4月に各業務分野毎に

分社化した。同グループは、上場企業等の大企業

を取引先として多く持ち、強固な顧客基盤を強み

として、情報・金融諸技術を駆使した事業構造の

変革、コア・コンピタンスの確立、総合金融力の

発揮、資産収益構造の抜本的な改善、資本効率の

向上などを戦略面の柱としながら、最先端かつ革
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新的な総合金融サービス機関として事業展開を図

ることを目的としている。しかし同グループは、

重複した部分を多く抱え、また企業文化のそれぞ

れ異なっている組織が集結したものであるため、

その中でシナジーを追求し、有効的に統合するこ

とが課題となっており、それらの状況を鑑みる

と、文化面での衝突や有能な人材の流出への対

策、組織間の調整、フォーカス分野の特定化、さ

らには強力なリーダーの育成などが今後の鍵とな

るであろう。

　伝統的で保守的な企業文化がある東京三菱銀行

は、先発して金融持株会社を採用・導入した一

勧、富士、興銀の動向を見ながら、「三菱東京フ

ィナンシャル・グループ」として2001年4月に三

菱信託銀行と共同持株会社を設立し、2001年10月

に三菱信託、東京信託、日本信託等を合併しつ

つ、銀行部門の基幹システムは東京三菱に集約す

ることになった（三菱信託の銀行業務は継続）。

これらにより、東京三菱が預金や貸出を中心とす

る銀行業務、三菱信託が年金信託、有価証券管理

などの信託・資産運用業務を主力とし、重複業務

の統合や業務分担を進めると共に、預金から信託

商品まで幅広い金融商品を販売する共同店舗の出

店やATMの相互無料開放などを実施してい
る42）。これらは金融持株会社の導入により規模の

拡大というよりは質に注目し、業態を越えた専門

領域の拡大を図りながら異業態結合としてお互い

の専門性ブランドを尊重していくという姿勢を確

立している。また、東京三菱におけるこれまでの

強みである強力な財務基盤と、広範な海外店舗網

をもとに更なるグローバル展開を模索する一方

で、さらなる広がりをもつグループを目指し、三

菱グループの東京海上火災、明治生命を加えた経

営統合（業態を越えた経営統合）を試行してい

る。そのため、みずほと同様に、同じく三菱グ

ループといっても企業文化には差異が見られるだ

けに、持株会社レベルでの戦略の統合・一体化と

それによるシナジーの最大化を常に検討していく

ことが課題とされている。

　さらに、三和銀行、東海銀行、東洋信託銀行

は、「UFJ（United　Financial　of　Japan）グループ」

として2001年3月に金融持株会社を設立し、その

後、統合作業を経て、2002年に銀行、信託、証券

等の各業務分野別子会社が設立された。同グルー

プは、三和において積極的に成されていた「顧客

関係継続化マーケティング」（Continuous　Rela－

tionship　Markedng，　Customer　Relationship　Manage－

ment）を武器として、顧客ニーズに適応させるよ

うな形で、リテール面においては個人顧客に、

ホールセー一・ル面では中堅企業に傾注している43）。

また、他の金融機関とのネットワーク化を実現す

る一方、eビジネスにも積極的に対応していくこ

とを目指している。同グループでは、三和のイニ

シアチブにより進められており、被吸収側の従業

員ならびに企業文化に常に配慮する形でそれらか

ら発生するコンフリクトを最小限に抑制させるこ

とが鍵iとなる。

　これらに加えて、あさひ銀行は、2000年6月に

三和銀行、東海銀行との統合計画から離脱した

が、2001年9月に大和銀行グループとの経営統合

を発表し、大和銀行グループと近畿大阪銀行、奈

良銀行とによって構成される金融持株会社（大和

ホールディングス）に加わることを表明した。

　かくして、大手邦銀により結成された金融持株

会社は、以上の「みずほフィナンシャル・グルー

プ」、「三菱東京フィナンシャル・グループ」、

「UFJグループ」、「りそな（大和・あさひ）グ

ループ」の4つに、2001年4月に合併し44）持株会

社を導入した「三井住友フィナンシャル・グルー

プ」を加えれば5つとなっている。しかし、今後

も以上のグループ同士が結合・統合するといった

形で再編がダイナミックに繰り広げられていくで

あろう。

　それらの組織再編の現況をみると、みずほフィ

ナンシャル・グループでは、共同持株会社のもと

で子会社化し、2002年4月には、個人・中小企業

取引の「みずほ銀行」、大企業取引の「みずほ

コーポレート銀行」、信託業務を行う「みずほ信

託銀行」、投資銀行・ホールセール業務を行う

「みずほ証券」という形で分社化され、その他の

大手金融持株会社においても各業務・各事業分野

毎組織が再編成されている。同様に、合併した三

井住友銀行も中堅・中小企業取引や個人取引、大

企業取引、投資銀行業務など事業分野ごとに社内

分社化し、組織の再編成を逐次的に行っている。

　このようなマーケットに特化した専門的組織の
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確立を受けて、各グループにおいては必然的に人

材が専門化し、高度な知識・スキルに立脚した付

加価値の高いサービスの提供を志向している。組

織構造について見れば、個人、法人、投信、信託

といったように業務分野・マーケット毎に分割

し、その業務分野・マーケット毎の内部において

も、顧客接点対応、事務処理、専門スタッフと

いった形で分化し、その有効的活用を目指してい

る。

　このような組織を真に機能させるためには、専

門・特化型組織に対応させる形で従業員の役割を

解明［当該企業が志向する顧客サービスを提供す

る際に必要となるコンピテンシー（compe－

tency）、つまり、能力・知識・スキル・資質を明

確化］し、これら組織と、人事評価や報酬制度、

キャリア・パスといった人事制度全般とを連動し

ていくことが重要となる45）。

　3．4　人事・人材革新に向けての人事部の役割

　　と諸課題

　これまで邦銀の人事部は、組織内においてパ

ワーを持ち続けてきたということは前述の通りで

あるが、こうした状況にも拘らず、現状の同部門

は事業の現場から孤立しており、様々な問題を抱

えている。従来は事業の特性を意識することな

く、全行画一的な基準のもとで人材を採用・異動

・昇進させればよく、人材・組織モデル自体を変

革することはそれ程求められてはこなかった（旧

来の規制された各邦銀独自の経営・事業戦略を打

ち出せないような環境においては、支店長を頂点

としたキャリア・パスを安定的に運営することに

傾注し、こうした時代では、経営戦略や個別の事

業戦略とリンクした人材戦略を立案する必然性は

存在しなかった）。すなわち、この基準とは、一

定レベル以上の基礎能力、円滑な人間関係構築能

力、企業への忠誠心、そして広範な業務領域に対

するバランスのとれた知識・経験などであり、こ

れが邦銀の求める人材の要素・要件となってき

た。これらの画一的な人事を着実に運営し、バラ

ンスのとれた人材を各部門の能力関係などに配慮

しながら安定・継続的に提供することが人事部の

主たる役割となっていたため、必然的にその業務

内容は、人事関連の管理や事務処理を整然とこな

すことが中心となっていた。したがって、顧客

ニーズや事業戦略を吸収して新しい人材開発の仕

組みづくりに活かしていくという発想は生まれず

にいたのである。

　前項でも述べたように、個人・法人の各マーケ

ットに密着させるために、金融持株会社の導入に

より組織形態・機構をマーケット単位に専門分化

させており、戦略面（経営、事業・競争、機能の

各戦略）や組織面（構造、管理システム）の方向

性が導出されつつある。しかし、その実行主体と

なるのはあくまで「人・人材」であるにも拘わら

ず、それらに求められる能力・知識・スキルや育

成方法などについては明確ではなく、また、今後

の具体的な取組みなどは明らかではない組織が多

い。つまり、邦銀においては、経営戦略、事業・

競争戦略、組織戦略の立案機能（経営トップ、営

業店、事業部門が中心）及び出来上がった人事制

度を安定的に運営する機能（人事部が中心）は存

在するが、それらの経営・組織・事業戦略に沿う

ような形で求められる人材像やその要件を解明・

定義したり、その獲得・開発・育成を立案すると

いった機能（機能を担う主体）、が存在せずにい

たのである。

　したがって、人事部門においてはこれまで、変

化する事業環境に対応して新たな人事・人材戦略

を立案し、各事業の遂行・支援主体となる人材を

開発するといった、いわゆる、人事・人材革新機

能を確立することは必要とされてこなかった。ま

た、それらの変革・改善活動の中心は、人件費削

減に向けた給与制度の部分的な見直しであり、中

核機能は人事異動機能とされていたのである。し

かし、専門性の高いサービスの提供の必要性が高

まっている営業や顧客サービスの現場では、人材

需要に供給が追いつかない状況にあり、人材需給

のミスマッチを迎えている。また、これから専門

〈特化〉型人材・組織を追求することになれば、

組織のみが専門特化型になり、このミスマッチの

状況はさらに深刻化していき、サービスの専門化

・高度化に全く結びつかないという事態が十分に

考えられる。

　これらの状況を齎す理由は、金融サービスが急

速に専門化し始めているにも拘らず、採用・教育

・評価さらにはキャリア・パスといった人材を確
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図表2　金融自由化などによる邦銀経営の基調転換とその特色

　　　　　　　（1）横並び経営

●経営の自由度が低く、経営上の重要な戦略分野が規制
●経営の差異はない（経営の独自性はない）

　　　　「計数交換」　「計数目標」が経営上の基底
●監督官庁への適切・良好な対応を重視する経営者（リーダー）

●仲間意識が強く保守的かつ変革を求めない企業文化

．非専門。業務＿蕊；㌶，，間。。．テ．シ。ン◆

に基づく同質的な従業員の育成とそれに連動した人事制度
●銀行行員の独創性や個性を軽視。監督官庁等の指令の正確かつ効
率的な処理能力を重視
●経営トップは信頼に基づく共同体の中で多くの仲間から最も尊敬

される（人物面の評価）ような人物が選出
⇒必ずしも専門経営者としてのリーダーシップや専門能力を持ち合

わせていない
●人事部の役割：事業特性を意識することなく全行画一的基準のも
とでの人材の採用・異動・昇進（画一的な人事を着実に運営し、バ

ランスのとれた人材を各部門の力関係などに配慮しながら安定・継
続的に提供する）

　（1）’独自の経営・利害関係者重視の経営

●経営面での自由裁量範囲の拡大に伴い、自らの判断による新業務
等への展開が可能
●自らの強みを武器にした形で競合他社に対しての差別化や、競争

優位の確立を経営の課題とする⇒自己責任原則による経営の展開
●変革を求める企業文化の創造と専門経営者による長期的・強力な
リーダーシップの発揮
●各種利害関係者重視の経営の実践

　（2）’経営・組織・事業戦略対応の専門的人事

●専門的な業務を遂行するための長期的視点での人材（専門家）の
育成や専門管理者の創造・育成

●銀行行員の独創性や個性の重視（企業において必要とされ、また
行員自身が求める各種能力・知識等の獲得とそれを可能にさせる体
制の構築・確立）

●経営トップ（リーダー）に求められる、リード面、管理面、思考
力面、集中面、自己管理面などの要件を明らかにし、それを基準に
した上でトップの選出を行う
●業務分野・マーケットに特化した専門的組織を受けた一層の人材
の専門化とそれに対応させた人事制度

●人事部の役割：経営・組織・事業戦略に対応させた人材ビジョン
の構築や人事諸制度の確立を通じて人事・人材の革新を戦略的に図

本論の考察を基に森が導出

保・育成する仕組みが依然として全行均一のゼネ

ラリスト指向型に留まっている点にあり、邦銀に

おける人事制度がゼネラリスト指向型の仕組みか

ら長期にわたり脱却できないでいたのは、事業戦

略と人事・人材戦略との整合性確保と、具体的に

どのような能力・知識・スキル・資質・経験を有

する人材がどの事業領域で必要なのかという人材

ビジョンの見極めが充分に成されてこなかったた

めであると解釈することができる。

　先述してきた現状・実態やその傾向を踏まえる

と、今後、邦銀における人事部門は、経営・組織

・事業戦略の実現に貢献し、企業における存在価

値を高めていくためにも、定常的・継続的な人事

運営機能の効率化を追求すると同時に、各事業領

域毎、各デリバリー・チャネル毎の戦略や競争環

境を踏まえて求められる人材の能力・知識・スキ

ル等の要件を分析・定義した上で、人材のビジョ

ンを構築し、それらに基づいて人事制度・人材育

成プログラムを確立しながら人事・人材の革新を

戦略的に図っていくことが必要になる、と筆者は

考える。

4．結びにかえて

　本稿では、各種規制の撤廃・緩和等の金融自由

化を迎える以前を中心とした邦銀業界や邦銀経営

において特徴付けられ、基調とされてきたもの

で、今後の経営・金融環境の変化などを熟慮すれ

ば転換ないしは変革・革新が必要とされる、（1）横

並び経営、（2）画一的な人事について考察してき

た。それらに関わる問題点や最近の動向を窺いな

がら、今後の邦銀の方向性として、（1）’独自の経

営ならびに利害関係者重視の経営、（2）’経営・組

織・事業戦略対応の専門的人事、などについて明

らかにしてきた。これらの金融自由化等を受けた

邦銀業界・邦銀経営の基調転換とその特色につい

て、本稿を総括すれば、図表2のように示すこと

ができるであろう。（了）

注

1）　わが国では、1947年に制定された臨時金利調整法

　に基づいて、第2次世界大戦後長い間、預金金利が

　規制されてきた。しかし、79年に自由金利商品であ

　る譲渡性預金が導入されたことを皮切りに預金金利

　の自由化が始まった。定期預金の自由化は85年に始

　まり93年に終了した。また、94年には当座預金を除

　く流動性預金の自由化が完了した。

2）　具体的には、長期金融と短期金融の分離、銀行業

　務と信託業務の分離、銀行業務と証券業務の分離に

　ついても、1993年に見直しが行われた。その結果、

　長期預金の期間の制限が緩和される一方、普通銀行

　と長期信用銀行は証券子会社と信託子会社を、信託

　銀行は証券子会社を、証券会社は銀行子会社または

　信託銀行子会社をそれぞれ業態別子会社として保有

　することが可能となった。

3）　国内市場の保護・育成を目的として同規制はあっ
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　たが、海外からのわが国国内市場開放要求が契機と

　なり、1980年に外為法（外国為替及び外国貿易管理

　法）が全面改正され、対外資本取引が原則禁止から

　原則自由へと大きく変更され、内外金融市場の一体

　化が成された。また、98年に施行された「新外為

　法」によって、従来、外国為替の取引を銀行に限定

　していたものが、誰でも自由に取引ができるように

　なると共に、外国の銀行への口座開設も自由化さ

　れ、海外の金融商品への投資が自由にできるように

　なった。

4）　身近な業務をとっても銀行業務はあまりにも個性

　と特徴に欠け、どの銀行においても同質・一律の

　サービス内容であった。ATM（Automatic　Teller　Ma－

　chine：現金自動預け払い機）の使用・利用時間や取

　扱内容も殆ど同じであり、窓口営業時間も同一であ

　る。また、事務処理の多くがコンピュータ化されて

　いるにも拘らず、銀行は一律で午後3時に閉店して

　いた。

5）　　森　（2000）　pp．118－1190

6）　久原（1997）pp．142－143、同（2000）p．148。

7）　日本的銀行経営の特有の問題として、実績至上主

　義、横並び経営、経営の不透明性、ゼネラリスト中

　心の人事が挙げられ、それらが4大特徴であった。

　多くの銀行では、横並びの形だけの国際化、専門管

　理者の軽視とリスク管理の不在、情報の非開示、

　コーポレート・ガバナンスの不在という問題を抱え

　ていた。

8）　久原（1997）p．143、同（2000）p．148。

9）　久原（2000）pp．149－150。

10）久原（2000）pp．155－156。

11）加藤（1970）によれば、代表的な首脳者として、

　三井銀行の中上川彦次郎と池田成彬、三菱銀行の串

　田万蔵、第一銀行の渋沢栄一と佐々木勇乃介、など

　を挙げている。

12）Miller（1993）、　Zweig（1995）．

13）Chemow（1990）．

14）個性的かつリーダーシップのある経営者であった

　と言われるCiticorpの「リストン」（Walter　Wriston）

　やChase　Manhattanの「ロックフェラー」（David

　Rockfeller）は中堅幹部の時から経営者としての教育

　を受けてきており、それらの階層的組織におけるパ

　ワーは強大・絶大である［Citicorp：Miller（1993）、

　Chase　Manhattan：Wilson（1986）］。これに対し、わが

　国の大手銀行では、個別案件の効率的な処理を目指

　した本部と営業店の階層的な組織の上にあって、ト

　ップの役割は最上級のリレーションシップ・マネジ

　ヤーであり、最大権限を持つ審査役であったため、

　マネジメントの要素は希薄であったと言うことがで

　きる。

15）秋津（1994）、加護野（1988）pp．240－244。

16）環境変化を先取りしたような思い切った組織変革

　と収益向上が評価されて、磯田は1982年に国際金融

　雑誌［lnstitutional　lnvestor］に“Banker　of　the　Year”｝こ

　日本人として初めて選出された。

17）日本の銀行業界がここまで苦境に追い込まれたの

　は、官主導の護送船団方式にあったと言うことがで

　きる。1970年代からは、新商品や新市場を検討する

　銀行も登場したが、その導入にあたっては、必ず大

　蔵省に十分な根回しをする必要があり、また、量的

　拡大が経営目的とされた70年～80年代にかけて、大

　蔵省は店舗の認可権を通じて銀行の量的拡大行動を

　裁量するという大きなパワーを持っていた。その環

　境下においては、MOF（Ministry　of　Finance）担が特

　に重要な役割を担い、必然的にそれらが銀行内部に

　おいて出世するという階梯となっていたため、真の

　意味での経営者育成や経営革新は実践されることは

　なかったのである。

18）吉川（1998）第8章。

19）預金者を中心とした顧客が銀行経営に対してチェ

　ックをすることは、これまで殆どなかった。このた

　め、顧客中心主義に立った銀行経営へのシフトが求

　められる今後においては、預金者等の顧客が銀行経

　営に対してチェックするという機能を強化・充実さ

　せることが今後不可欠となるであろう。

20）株主価値を基底とした価値創造経営概念の枠組み

　を提示したものとして、伊藤（1999）、Black　et　al．

　　（1998）などを挙げることができる。

21）これに呼応して邦銀各行においては、外部取締役

　の導入、経営と執行の分離、監査委員会や報酬委員

　会の独立委員会設置と、米国に習った改革が進めら

　れているが、このような表面的な改革が銀行のコー

　ポレート・ガバナンスの確立に直接結実するとは考

　えにくい。取締役数を減らすだけでは、単なる数合

　わせに過ぎず、逆に少数で密室統治を招くことも危

　惧される。また、米国と異なり専門経営者が少な

　く、行内序列を無難に経てトップに就いた経営者が

　多い邦銀においては、社外取締役として他社の経営

　の中身にまで的確なアドバイスを行うことができる

　人材は少ない。これらの状況において、社外取締役

　が過半を占めれば、企業経営を熟知していないもの

　が単に集まるだけで、混乱を招くことになる。

22）日米金融経営21世紀展望研究会（2000）。

一30一



森　俊也　　経営・金融環境の変化に基づいたイノベーション 165

23）顧客・従業員・株主価値を基底とした価値創造概

　念の枠組みを提示したものとして、Donovan　et　al．

　（1998）、村上（1999）、Boulton　et　al．（2000）など

　を挙げることができる。

24）中間管理者層も同様に2～3年毎に様々な部署を

　移動しているため、各専門分野でのいわゆる専門管

　理者の層は非常に薄くなる。また、外部からの専門

　家を採用するケースも殆ど見受けられない。した

　がって、行内で養成され、しかもトレーダーより能

　力の劣る人材がトレーディングのリスク管理を担当

　している。このため専門管理者の能力の日米銀行間

　格差は非常に大きいと言うことができる。

25）久原（2000）pp．145－147。

26）吉川（1998）pp．134－135。

27）護送船団方式下においては、銀行組織へ貢献して

　いくインセンティブは給与や昇進・昇格であった

　が、金融ビッグ・バン以降は、それ以前に個人の独

　創性や才能をいかに活かすことができ、貢献させる

　ことが可能か、また、トップの提示する正しくない

　問題提示に対して、いかなる論理的反駁を加えるこ

　とができるかなどを全面に押し出した経営を遂行し

　ない限り、グローバル・ベースの競争に打ち勝つこ

　とはできずに組織は継続できなくなる。

28）邦銀の経営組織は、高度成長期の職能別組織から

　バブル期になり事業部制組織に移行した。

29）小田切（1992）によれば、日本での事業部制の採

　用が少ないのは、事業部相互間の交流を妨げたり、

　経験その他の無形資産を事業部間で共有する利点が

　生かされなくなる可能性が高いためであるとしてそ

　の理由を導いている。同氏は、人的資源を全社的に

　活用し、事業部間での交流を促進することが要求さ

　れる日本型の企業特殊的な雇用慣行に、スムーズな

　知識・情報の伝達を可能とする日本企業の効率性の

　ダイナミズムを認めている。

30）アンダーセンコンサルティング（1999）pp．21－

　24。

31）このような観点からも、邦銀におけるこれまでの

　主たる組織目的として、①預金者の資産を、安全

　性、流動性、収益性の観点から最も良好なパフォー

　マンスで運用すること、②融資先企業のゴーイング

　・コンサーンや融資先個人の厚生の遂行を資金面か

　ら支援し、社会・経済への貢献を図っていくこと、

　③預金者、融資先の経済的・非経済的な満足を高め

　ることに貢献しながら、銀行としても収益性を強化

　し自己資本の充実を図ること、などを挙げることが

　できる。

32）和気義一「銀行経営者の責任はなぜ問われないの

　か」『エコノミスト』1995・12・18。

33）1980年頃までの資金不足時代には、銀行には資金

　の最適配分によって企業を育成し、海外進出を助

　け、苦境を救い、業界の再編成を行うといった使命

　感があった。しかし、80年代に入り銀行過剰、資金

　余剰時代に入ると、銀行の使命感は薄れ、量的拡大

　に走り、バブル崩壊によって自暴自棄になり今日に

　至っている。このような状況下においては技術革新

　による決済機能の円滑化や、産業界のニーズに適合

　した金融サービスの提供を目指し、銀行経営者は新

　しい時代に相応しい使命感を強く認識して経済活動

　へ貢献してゆく義務があるのである［菊地（1997）

　pp．43－47］0

34）　Barnard　（1938）．

35）コミュニケーションには、①組織の外にある外部

　金融環境の変化を察知するための部分、②組織の内

　部的な部分、とがある。外部環境の変化とは、経済

　環境や金融システムがどのような方向へと向かい金

　融取引全体のベクトルがどのようなベクトルからど

　のようなベクトルへと変化してきているのか、銀行

　の顧客を取り巻く経済環境はどのように変化してい

　るのかといった面に対する情報の吸収とその中で当

　該銀行全体が動いている方向を見極める客観的な自

　己観察である。また、組織の内部的な面では、取入

　れた情報の中から必要な情報を取捨選択し、それに

　検討を加え、的確に情報を生産したり、組織内部の

　縦や横のネットワークが十分に機能しているかとい

　う点である。

36）邦銀における極めて曖昧な経営責任体制を改変す

　るためには、行内組織に自己責任体制を組み込むこ

　とが必要となるであろう。具体的には、①若手・中

　堅層を中心とした経営検討会を組織化し定期的に経

　営問題について討議し議事録を残す、②融資案件や

　自らが関与する委任事項に関して当事者が自らの意

　見を述べ、その是非を記録に残す、などが考えられ

　る。

37）米銀取締役会も1980年代まではリタイヤしたCEO

　達の仲良しクラブ的な性格が強く、これが独立して

　株主、監督当局、預金者等のステークホルダーの立

　場に立ちガバナンスに注力し始めたのは、90年代に

　入り株主としての機関投資家の発言力が強化されて

　からであると言われている。

38）久原（2000）は、バブル期の銀行経営者の問題と

　して、（i）経営者の暴走（例、住友銀行の磯田一郎

　会長）とそれらを止めるコントロール機能の問題
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　　（取締役会役員が全てトップにより選任される）、

　（ii）金融機関同士の株の持ち合い形態による株主コ

　ントロールの無効性（銀行のメインバンクは大蔵・

　日銀であったが、これもバブル期には金融の自由化

　・グローバル化の中で裁量的コントロール機能を失

　い、銀行経営者のモラルハザードを招く。特に合併

　により銀行規模が拡大した際には、too　big　to　failの

　考え方が広まり経営の実体に問題があっても潰せな

　くなる）の2点を挙げている［久原（2000）pp．147

　－148、　232－234］0

39）同一業務の量的拡大によって業務遂行のために必

　要な固定費部分が相対的に切下げられることによっ

　て生ずる経済性であるが、業務多様化で業容が拡大

　し、共通生産要素が節約された場合にも生ずるもの

　である。金融自由化の下で利ザヤの縮小傾向が強ま

　りこの面から銀行の存立する最適規模の水準が大幅

　に引上げられることになると、利益水準を確保する

　ためにはこの経済性の追求が必要になる。また、こ

　の経済性は合併などの金融再編成に密接かつ大きく

　関わることになる。

40）多角化する業務に共通した顧客情報、コンピュー

　タによる事務処理、人的資源、さらには営業店舗が

　節約されて生ずる経済性を指す。この経済性は金融

　業務の自由化が行われてはじめて齎される利益であ

　るため、金融変革下の銀行経営には特に重要な意味

　を持つことになる。

41）　森　（2001b）　pp．83－850

42）　『日本経済新聞』2000・4・19。

43）三和銀行のCRM活動については、森（2000）を

　参照されたい。

44）さくら銀行と住友銀行は、他の大手銀行が採用・

　導入する金融持株会社という組織形態による統合を

　選択せず（持株会社のメリットである、権限委譲の

　推進による意思決定の迅速化、責任の明確化、専門

　性の向上、などは必ずしも持株会社のみが享受でき

　るメリットではなく、コストを払って分社化する必

　要がないと判断［『金融財政事情』2000・7・24］）、

　（i）商業銀行という同じ業務を行うのに別々の法的

　組織（金融持株会社）を残すことは不要、（ii）経営

　の効率性及び統合を通じた合理化効果・効率化効果

　の追求（顧客基盤及び業務の相互補完や経費削減効

　果）やコーポレート・アイデンティティの確立、等

　の理由から、統合の手段として単純明快な合併を選

　択した。新銀行における経営戦略としては、①固人

　業務の収益拡大（顧客セグメントの明確化、収益性

　を意識した商品・サービス開発・提供、IT活用の効

　率化）、②アセット効率の高い内外企業取引の推進、

　③三井・住友のブランドを最大活用した形での海外

　業務の再構築、④戦略的なIT投資によるマーケティ

　ングカの強化（中堅・中小企業への融資強化が中

　心）、⑤ネット・ビジネスにおけるリーダーシップの

　発揮、の5点を挙げている［『金融ジャーナル』2000

　・7月］。

45）　森　（2001a）　pp．95－1170
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